
令和８年３月３１日成田市規則第４２号 

 

成田空港の次代を担う若者の奨学金返還支援事業補助金交付規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は，成田国際空港（以下「成田空港」という。）の区域で働

く若者を雇用し，当該若者の奨学金の返還を支援している事業者に対し，予

算の範囲内において成田空港の次代を担う若者の奨学金返還支援事業補助金

（以下「補助金」という。）を交付することにより，奨学金の返還を支援す

る事業者の拡大及び事業者の採用力の強化並びに若者の経済的負担の軽減を

図り，もって成田空港への就労及び定着並びに本市への移住及び定住の促進

に資することを目的とする。 

（用語の意義） 

第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 成田空港の区域 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第３８条第１項

又は第４３条第１項の規定による成田空港の設置者が国土交通大臣の許

可を受けた同法第２条第４項に規定する空港又は同条第５項に規定する

航空保安施設の敷地（同法第４６条の規定による供用開始の告示が行われ

ていない敷地を除く。）をいう。 

(2) 奨学金 就学時に貸与を受けた次のいずれかに該当するものをいう。た

だし，その返還を免除されるものを除く。 

ア 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金 

イ 地方公共団体，大学，公益法人，民間企業等が貸与する奨学金（本市

が貸与するものを除く。） 

ウ ア及びイに掲げるもののほか，市長が特に必要と認めるもの 

(3) 事業者 成田空港の区域において，現に事業を営む者をいう。 

(4) 奨学金返還支援制度 事業者が，就業規則その他当該事業者の正社員に

周知された書面又は労働契約に基づいて，当該正社員の奨学金の返還を支

援するために行う制度であって，次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 当該正社員に対し，手当として，奨学金の返還に要する金銭に相当す

る金額の支給（以下「手当支給」という。）を行うもの 

イ 当該正社員に代わって，奨学金貸与機関に対し，直接奨学金の返還に

要する金銭に相当する金額の送金（以下「代理返還」という。）を行う

もの 

(5) 正社員 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって，同

一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定す



る賃金の算定方法及び支給形態，賞与，退職金，休日，定期的な昇給，昇

格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されて

いるものをいう。 

(6) 支援対象者 第５条第１項本文の規定による申請の日（以下「申請日」

という。）において奨学金返還支援制度を設けている事業者の正社員であっ

て，次のいずれにも該当するものをいう。 

ア 申請日の属する年度（以下「申請年度」という。）の前年度の４月１

日から申請年度の９月３０日までの期間において，当該事業者において

正社員として雇用された者（申請年度の前年度以前に当該事業者が第６

条第１項の規定による交付の決定を受けた補助金に係る奨学金の返還

の支援を受けた者であって，申請年度において第４条第３項に規定する

期間にあるもの（以下「継続支援対象者」という。）を含む。） 

イ 事業者に正社員として雇用された日において，２９歳以下の者 

ウ 過去に補助金に係る奨学金の返還の支援を受けていない者（継続支援

対象者を除く。） 

エ 申請年度の前年度の１０月１日から申請年度の９月３０日までの期間

（以下「補助対象期間」という。）において，貸与された奨学金を主た

る債務者として現に返還（代理返還を含む。）を行っている者（奨学金

の返還について，国，地方公共団体その他これらに準ずる者から他の補

助金，交付金その他の財政的支援を受けている場合を除く。） 

オ 補助対象期間において，成田空港の区域を主たる就業の場所として勤

務している者 

カ 補助対象期間において，本市に居住し，かつ，本市の住民基本台帳に

記録されている者 

キ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被

保険者である者 

ク 市税を滞納していない者 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）

は，奨学金返還支援制度を設けている事業者であって，補助対象期間におい

て，当該事業者の支援対象者に係る奨学金について，手当支給又は代理返還

（以下「手当支給等」という。）を行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は，補助対象

者としない。 

(1) 国，地方公共団体その他これらに準ずる者から出資を受けている者 

(2) 奨学金の返還の支援について，国，地方公共団体その他これらに準ずる

者から他の補助金，交付金その他の財政的支援を受けている者 



(3) 役員その他これに相当する者が成田市暴力団排除条例（平成２４年条例

第３９号）第２条第３号に規定する暴力団員等と認められる者 

(4) 政治活動又は宗教的活動を目的とする者 

(5) 市税を滞納している者 

(6) 前各号に掲げる者のほか，市長が不適当と認める者 

（補助金の額等） 

第４条 補助金の額は，支援対象者１人につき，補助対象期間において当該支

援対象者に係る手当支給等に要する経費の２分の１に相当する額（その額に

１，０００円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額とし，１月当た

り８，０００円を上限とする。）とする。 

２ 補助の対象となる支援対象者の数は，事業者につき５（継続支援対象者が

ある場合には，当該継続支援対象者の数に５を加えた数）までとする。 

３ 補助の対象となる期間は，支援対象者１人につき，補助対象者が当該支援

対象者に係る奨学金について，手当支給等を開始した月から起算して，６０

月とする。 

（交付の申請等） 

第５条 補助対象者は，補助金の交付を受けようとするときは，成田空港の次

代を担う若者の奨学金返還支援事業補助金交付申請書（別記第１号様式）に

次に掲げる書類を添えて，市長に申請しなければならない。ただし，市長は，

公簿等により確認することができるときは，第２号及び第８号に掲げる書類

を省略させることができる。 

(1) 成田空港の次代を担う若者の奨学金返還支援事業報告書（別記第２号様

式） 

(2) 補助対象者の市税の納付状況を確認できる書類 

(3) 就業規則その他補助対象者が奨学金返還支援制度を設けていることが確

認できる書類 

(4) 誓約書（別記第３号様式） 

(5) 支援対象者の雇用契約書又は労働条件通知書の写し 

(6) 支援対象者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

(7) 支援対象者の主たる就業の場所を確認できる書類 

(8) 支援対象者の住民票の写し又は戸籍の附票の写し 

(9) 支援対象者の市税の納付状況を確認できる書類 

(10)支援対象者が奨学金の返還（代理返還を含む。）を行っていることが確

認できる書類 

(11)支援対象者に対し手当支給を行った場合にあっては，当該支援対象者に

係る当該手当の各月の支給額が確認できる書類 

(12)支援対象者に係る奨学金について代理返還を行った場合にあっては，補



助対象者が当該支援対象者に係る奨学金の代理返還を行ったことが確認で

きる書類 

(13)前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類 

２ 前項本文の規定による申請をもって，当該申請に係る実績の報告があった

ものとみなす。 

（交付の決定等） 

第６条 市長は，前条第１項本文の規定による申請があったときは，その内容

を審査し，補助金の交付の可否を決定し，成田空港の次代を担う若者の奨学

金返還支援事業補助金交付決定・却下通知書（別記第４号様式）により当該

申請をした者に通知するものとする。 

２ 前項の規定による通知をもって，当該申請に係る確定の通知を行ったもの

とみなす。 

（交付の請求） 

第７条 前条第１項の規定による通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は，補助金の交付を受けようとするときは，成田空港の次代を担う若者の奨

学金返還支援事業補助金請求書（別記第５号様式）により市長に請求しなけ

ればならない。 

（交付決定の取消し等） 

第８条 市長は，偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けた者

があるときは，補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は，前項の規定による取消しをしたときは，当該取消しを受けた者に

通知するものとする。 

３ 前各項の規定は，第６条第２項の規定により交付すべき額を確定した後に

おいても適用する。 

（返還） 

第９条 市長は，前条第１項の規定による取消しをした場合において，当該取

消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは，その返還を命ず

るものとする。 

（確認等） 

第１０条 市長は，補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると

認めるときは，交付決定者に対して報告を求め，又は帳簿書類その他の物件

に関し説明を求めることができる。 

（委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 



１ この規則は，令和８年４月１日から施行する。 

（令和８年度における支援対象者の要件の特例） 

２ 令和８年度においては，第２条第６号ア中「前年度の４月１日から申請年

度の」とあるのは「４月１日から」と，同号エ中「前年度の１０月１日から

申請年度の」とあるのは「４月１日から」とする。 

 

 

［別記様式 略] 


